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現計画（安城市市民協働推進計画）の進捗状況評価のあらまし（基本方針１） 
施策の進捗度……Ａ：順調に進捗している  Ｂ：概ね順調だが、改善の余地がある  Ｃ：遅れている(大幅な改善が必要)  達成：(施策自体の達成) 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針１：市民協働に関する情報の収集及び提供 

（１）協働意識の醸成 

１．協働シンポジウム・フォー

ラム開催事業 

【事業内容】 

協働の理念や手法について広

く一般市民に周知するための

シンポジウム・フォーラムを

開催する 

  

実績無し 

「わくわく交流会」に

て市民活動補助金交付

事業の発表内容をもと

に、「市民活動と協働」

について考える機会を

設けた。 

「わくわく交流会」に

て市民活動補助金交付

事業の発表内容をもと

に、「活動成果をあげる

ために、みんなででき

ること」について考え

る機会を設けた。 

町内公民館関係者及び

市民活動団体を対象

に、「あんじょう協働の

まちづくりフォーラ

ム」を開催し、町内会

等の地縁組織と市民活

動団体が協働して課題

解決に向けて取り組む

必要性や効果につい

て、先進事例の発表も

交えて考える機会とし

た。 

・２８年度に実施した市民向けアン

ケート調査の結果によると、協働

という言葉の認知度が、２３年度

に実施したものに比べ１９．９％

上昇しており、少しずつではある

が、協働の理念等について市民へ

の周知が進んでいる。 

・２８年度に実施したフォーラムで

は、地域の協働事例を当事者に語

っていただき、参加者に対して効

果的に周知をする事ができた。 

・協働という言葉の認知度につい

て、６１．７％の市民が「知ら

ない」と回答しており、認知度

を向上させるために継続して

市民に向けた周知を行う必要

がある。 

Ｂ 

２．「市民協働出前講座」事業 

【事業内容】 

指針や市民協働推進計画につ

いて、広く市民に周知・啓発

するため、各地域に出向き「出

前講座」を開催する。 

  

３回実施(参加者２７

名） 

２回実施（参加者２１

名） 

まちかど講座「はじめ

よう市民活動」を計３

回開催し、３２名が受

講した（ヘルスメイト

養成講座１０名、愛知

学泉大学家政学部２年

生２２名） 

実績無し 

（健康推進課からヘル

スメイト養成講座受講

生向けに依頼があり、

１１月と２９年２月に

開催予定） 

協働推進計画の周知と

しては、７月１日号の

広報あんじょうにて、

男女共同参画プランと

ともに啓発を行った。 

・主にヘルスメイト養成講座受講生

に向けて、まちかど講座「はじめ

よう市民活動」を実施した。 

・平成２７年度については、愛知学

泉大学家政学部２年生を対象に実

施することができた。 

・毎年同じ団体からの依頼で実施

しており、なかなか多方面から

の出前講座依頼がないという

のが現実である。 

Ｂ 

３．「協働事業事例集」発行事業 

【事業内容】 

市内における市民活動及び協

働に関する身近な協働事例を

整理し発行することで、 

「協働」をわかりやすく市民

に周知する。 

  

「あんねっと」と協働

で８事業を取材。編集

の後、協働ハンドブッ

ク「コネクト vol.1」と

して発行。 

「コネクト vol.1」を、

市民が参加する講座や

セミナーなどに積極的

に提供するとともに、

市内各施設に設置し、

市民団体向けにも配布

した。 

ユースカレッジ受講生

（１９人）及び２８年

度市役所新規採用予定

者（６４人）に対して

配布し、協働について

講義を行った。 

ユースカレッジ受講生

に対して配布し、協働

について講義を実施 

・平成２５年度にあんねっとと協働

で協働事業事例集「コネクトｖｏ

ｌ．１」を作成した。 

・以降はユースカレッジ受講生や市

役所の新規採用予定者に配布し、

協働について講義を実施すること

ができた。 

・冊子を作成することはできた

が、当初想定されていた「情報

の陳腐化を防ぎ、最新の取り組

み状況を提供するため、定期的

に発行する」という部分につい

ては達成されていない。 

・毎年ユースカレッジなどの講座

受講生に配布し講義している

が、協働をより広く市民に周知

するために、啓発先等を見直す

必要がある。 

Ｂ 

 

 

資料６ 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針１：市民協働に関する情報の収集及び提供 

（２）多様な媒体を活用した情報の発信・共有 

１．市民活動活性化事業（情報

受発信） 

【事業内容】 

安城市民交流センターにおい

て、市民活動情報サイトの管

理、メールマガジンや情報誌

の発行等により情報の受発信

を行う。また、交流センター

まつりやわくわく交流会の実

施など、人と人を繋ぐ交流に

よって情報の提供を行う。 

  

市民交流センターメー

ルマガジン：１２回、

情報誌（わくわく通

信）：４回、交流センタ

ーまつり：１回、わく

わく交流会：１回 

市民交流センターメー

ルマガジン：１２回、

情報誌（わくわく通

信）：４回、交流センタ

ーまつり：１回、わく

わく交流会：１回 

市民交流センターメー

ルマガジン：１２回、

情報誌（わくわく通

信）：４回、交流センタ

ーまつり：１回、わく

わく交流会：１回、交

流センター自主事業で

の交流会事業：１回（安

城市で活躍する人の交

流会）、社協主催マッチ

ング交流会への参加 

交流センターメールマ

ガジン：６回、情報誌

（わくわく通信）：２回 

 

社協主催マッチング交

流会に参加予定（１２

月） 

・毎月１回のメールマガジンや３か

月に１回の情報誌（わくわく通信）

の発行などを継続的に行うことが

できた。 

・平成２７年度については、団体同

士の交流の場となる「安城市で活

躍する人の交流会」を新たに実施

できた。また、２７年度より社協

のマッチング交流会へ参加し、１

件マッチングを成立させた。 

・現在実施している事業について

は引続き継続し、交流の場とな

る事業については回数やその

内容など、マッチングの場とし

て機能するよう検討を行う。 

Ｂ 

２．情報共有促進事業（ウェブ

サイト及びソーシャルメデ

ィアの活用） 

【事業内容】 

市民活動に関する情報を市民

活動情報サイトに一元化し、

ポータルサイトとしての機能

の充実を図る。また、情報の

出し手、受け手双方向からの

情報交換・共有を促すため、

フェイスブックなどのソーシ

ャルメディアを活用する。 

  

スキルアップ講座とし

て、市民活動情報サイ

ト運営会社の担当者を

招いて「情報サイト活

用講座」を１回開催し、

団体の活動情報発信を

サポートした。 

市民交流センターの閲

覧用 PC を Windows7 及

び Office2013 に更新

し、それに伴いインタ

ーネットや PCなどに不

慣れな利用者に対し

て、スタッフによる支

援業務を強化した。 

ＰＣ利用者に対してス

タッフによる支援業務

を引続き実施した。交

流センター自主事業で

は、市民活動情報サイ

トの活用を促すため、

「情報サイト活用講

座」を実施した。また、

市民交流センターのフ

ェイスブックページを

開設し、自主事業等の

情報を発信した。 

市民活動情報サイトの

使い方やフェイスブッ

クの入門講座などを開

催し、自分たちの活動

を PRするための支援を

実施した。 

・市民活動情報サイトとフェイスブ

ックを電子媒体による情報発信の

ツールとして活用し、情報共有の

促進を図ることができた。 

・市民活動情報サイトやフェイスブ

ックの使い方を指導する講座やス

タッフの日常業務を通じて、各団

体が自分たちの活動を電子媒体を

通じて PRできるよう支援した。 

・市民活動情報サイトの利用が活

発になるよう周知を行ってい

く必要がある。 

 また、フェイスブックと市民活

動情報サイトをリンクさせて

情報発信の支援を行うことで、

より効果的に市 

 民活動の PR ができるよう、そ

の仕組みについて検討を進め

る必要がある。 

Ａ 

３．情報共有促進事業（団体登

録情報共有化） 

【事業内容】 

市民活動センターや生涯学習

ボランティアセンター、青少

年の家などで行っている団体

登録制度の情報の共有化を図

る。 

  

「ボランティア・市民

活動団体等関係機関連

絡会」にて、各機関の

担当者と意見交換を行

った。 

「ボランティア・市民

活動団体等関係機関連

絡会」にて、各機関の

担当者と意見交換を行

い、登録団体の活動内

容の共有に向けて、活

動報告書の書式改正を

行った。 

社協ボランティアセン

ターと市民活動センタ

ーの団体登録を同時申

請できるよう、登録申

請の手続き等の見直し

を実施。 

「関係機関連絡会」で

は、生涯学習課の講師

情報や、社協登録ボラ

ンティア団体情報、市

民活動団体情報につい

て共有した。 

登録手続き等の見直し

の結果、平成２８年９

月末時点で、市民活動

センター登録団体が合

計３３団体増加した。 

・２８年度から社会福祉協議会ボラ

ンティアセンターと登録手続き等

の見直しを実施した結果、社会福

祉協議会から新たに市民活動セン

ターへ登録した団体が２０団体あ

り、団体登録情報の共有につなが

った。 

・２７年度には、ボランティア団体

情報や市民活動団体情報、講師情

報を連絡会の場で共有したことに

より、マッチング業務の参考とす

ることができた。 

社協ボラセンとの連携は進める

ことができたが、生涯学習ボラン

ティアセンターや青少年の家と

の登録団体制度の共有は進んで

いない。 

Ａ 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針１：市民協働に関する情報の収集及び提供 

（２）多様な媒体を活用した情報の発信・共有 

４．情報発信強化事業（市広報

や各種たよりなど紙媒体の

活用） 

【事業内容】 

「広報あんじょう」において、

市民活動団体や協働事例の紹

介などを行う市民協働コーナ

ーを設けて、紙媒体による情

報発信の強化を図る。 

  

未実施 

広報あんじょうでは

H27.5.15 分の特集記事

を調整し、「わくわく通

信」では８団体紹介し

た。 

「わくわく通信」にお

いて８団体紹介した。 

また H27.5.15号の広報

あんじょうにおいて、

平成２６年度市民活動

補助金採択団体のう

ち、４団体の活動を紹

介した。 

「わくわく通信」にお

いて４団体紹介した。 

 

広報あんじょうでは、

７月１５日に市民協働

推進計画の特集及び企

画情報課とともに市民

活動の啓発に関するチ

ラシを作成し、全戸配

布した。 

・広報あんじょうでは、２７年度に

市民活動補助金交付団体の活動を

紹介し、２８年度には市民協働推

進計画に関する特集記事を掲載し

た。 

・「わくわく通信」では、毎号２団体

ずつ市民活動団体を紹介すること

ができた。 

・「わくわく通信」への掲載だけ

でなく、「ハンドブック」とし

て登録団体の活動を一覧にま

とめ、効果的な PR ができるよ

う資料を作成、周知していく必

要がある。 

Ｂ 

５．市民協働ＰＲ事業（集客施

設・イベントにおける情報

掲示板やＰＲブースの設

置） 

【事業内容】 

七夕まつりなどの集客イベン

ト、商業施設などの集客施設

において、市民協働に関する

掲示板やＰＲブースの設置を

図る。 

  

社会福祉協議会の社協

まつり、サンクスフェ

スティバル、市民交流

センターまつりにおい

て、あんねっとと協働

でブースを設置し、Ｐ

Ｒ活動を行った。 

七夕まつり及び社会福

祉協議会の社協まつり

において、あんねっと

と協働でブースを設置

し、ＰＲ活動を行った。 

社会福祉協議会の福祉

まつりにおいて、市民

活動団体「あんねっと」

と「あんき会」と行政

の３者で協働でブース

を設置し、ＰＲ活動を

行った。 

実績なし 

（10 月開催の福祉まつ

りにて、サポーターク

ラブと協働で PRするた

めの準備を進めた） 

・継続して PRを実施した結果、２８

年度実施した市民向けアンケート

調査では、協働という言葉の認知

度が２３年度に実施したものに比

べ１９．９％上昇していることか

ら、一定の効果があった。 

・協働という言葉の認知度につい

て、６１．７％の市民が「知ら

ない」と回答しており、認知度

を向上させるために継続して

市民に向けた周知を行う必要

がある。 

Ｂ 

６．町内会加入促進事業（町内

会への加入促進に向けた啓

発） 

【事業内容】 

市ウェブサイトなどによる啓

発や市窓口での転入手続き時

に、町内会への加入を呼びか

けるチラシの配布を行う。 

  

主要町内会長にご協力

いただき加入率促進施

策を検討する委員会を

開催。委員会の提案に

より、啓発チラシの配

布や広報掲載などの啓

発活動を実施した。 

委員会を開催。加入率

促進施策の提案を受

け、広報特集の掲載時

期を年度末から年度当

初に変更することと

し、また市民課窓口に

おける町内会会員異動

届の配布と受領（提出

は任意）を平成２７年

度４月から実施するこ

ととした。 

平成２７年４月１５日

号広報特集において町

内会加入ＰＲを行っ

た。会員異動届につい

ては平成２７年度４月

から配布と受領を開始

し、随時町内会へ情報

提供を行った。 

平成２８年５月１日号

広報特集及び町内会会

員異動届の配布・受領

を継続して実施した。

会員異動届の内容や配

布の方法を改めるなど

の見直しを行った。 

各種媒体において、加入促進に向け

た事業を実施することができた。 

加入率は微増傾向であるものの、

はっきりと事業実施による効果

とはいえないため、引き続き内容

の見直しを図る必要がある。 

Ｂ 
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社会福祉協議会の関連事業 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針１：市民協働に関する情報の収集及び提供 

（２）多様な媒体を活用した情報の発信・共有 

７．企画広報事業（あんじょう

社協だよりの発行） 

【事業内容】 

社会福祉協議会の取組や地区

社会福祉協議会及び町内福祉

委員会等の取組、地域福祉活

動を進めていく上で役立つ情

報などを広く市民に提供す

る。 

  

毎月 15日に発行し、広

報あんじょう 15日号へ

折り込みで全戸配布し

ている。 

毎月 15日に発行し、広

報あんじょう 15日号へ

折り込みで全戸配布し

ている。 

社協広報誌「社協だよ

り」を毎月１５日発行

し、広報あんじょう１

５日号へ折り込みで全

戸配布している。 

特集記事等の内容は以

下のとおり。 

①４月１５日号 福祉

センターに関する情報

を掲載、 

②８月１５日号 介護

予防に関する情報 

③１０月１５日号 障

がい者グループホーム

に関する情報 

④１２月１５日号 地

域包括ケアに関する情

報 

毎月１５日に発行して

いる。（全戸配布） 

福祉サービスやボラン

ティア、地域福祉活動

の啓発を盛り込んだ記

事を掲載している。 

記事を大きく①福祉サービスの啓

発、②市内の福祉全般に関する啓発、

③ボランティアの啓発、④地域福祉

活動の啓発の４つに分け、それぞれ

の担当係で作成している。記事が偏

らないよう、バランスよく掲載する

よう心掛けており、市民の方にもわ

かりやすいよう作成している。 

 市民の代表である社協役員に広報

紙についてアンケートを実施し、

いただいた意見やアドバイス等を

基に定期的に広報紙の見直しを行

っている。 

広報紙のカラー化を希望する意

見や、今後取り上げてほしい記事

等の意見をいただいている。市民

に親しみを持ってもらう、あんじ

ょう社協だよりに興味を持って

もらうことが重要であり、この意

見をどう反映するかが課題であ

る。 

Ａ 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針１：市民協働に関する情報の収集及び提供 

（３）市民活動への参加のきっかけづくり 

１．悠々熟年世代の生きがい探

し講座事業 

【事業内容】 

協働のまちづくり人材を発掘

するため、団塊の世代をはじ

めとした熟年世代を対象にフ

ァイナンシャルプラン講座や

ボランティア講座、趣味・教

養講座など定年後の暮らし全

般に役立つ連続講座を開催す

る。また、講座修了者がボラ

ンティア活動や地域活動など

の多様な活動へ主体的に参加

できるよう支援を図る。 

  

シルバーカレッジを２

教室開催、高齢者教室

を１２教室開催。受講

者は卒業後も自主活動

やボランティア等の社

会貢献活動を行ってい

ます。 

シルバーカレッジを２

教室開催、高齢者教室

を１２教室開催。受講

者は卒業後も自主活動

やボランティア等の社

会貢献活動を行ってい

る。 

シルバーカレッジを２

教室開催、高齢者教室

を１２教室開催。受講

者は卒業後も自主活動

やボランティア等の社

会貢献活動を行ってい

る。 

シルバーカレッジ受講

生・卒業生を対象にス

テップアップ講座を開

催し、ボランティア活

動や地域活動に参加で

きるよう支援した。 

シルバーカレッジを２

教室開催、高齢者教室

を１１教室開催。受講

者は卒業後も自主活動

やボランティア等の社

会貢献活動を行ってい

る。 

シルバーカレッジ受講

生・卒業生を対象にボ

ランティア活動や地域

活動に参加できるよう

レベルアップ講座の開

催を予定。 

協働のまちづくり人材を発掘するた

め、団塊の世代をはじめとした熟年

世代を対象に連続講座を開催した。

講座修了者がボランティア活動や地

域活動などの多様な活動へ主体的に

参加できるよう、次の段階の講座も

開催した。受講者のボランティア等

の活動も行われている。 

特に課題はない。 Ａ 

２．きっかけマッチングコーデ

ィネート事業 

【事業内容】 

ボランティア活動や町内会活

動など市民活動に興味はある

が、参加するきっかけがつか

めない市民を対象に、市民活

動センターにおいて市民協働

コーディネーターが相談を受

付け、団体を紹介する相談業

務を行う。また、市民活動を

始めたい人が、既に市民活動

を行っている人に体験談を聞

く、マッチングセミナーを開

催する。 

  

未実施 

コーディネーターによ

る相談業務は未実施 

マッチングセミナー的

なものとして市民団体

主催の自主事業（３講

座）や、交流センター

まつりやわくわく交流

会の中で、市民活動を

行っている人の体験談

等を紹介した。 

コーディネーターによ

る相談業務は未実施だ

が、交流センタースタ

ッフがコーディネート

業務を実施している。 

マッチングセミナー的

なものとして、市民と

市民活動団体を結びつ

ける目的の自主事業を

７講座開催し、「交流セ

ンターまつり」では、

市民活動センター登録

団体に対してブースを

提供し、市民に対して

自分たちの活動を発表

する機会を設けた。 

交流センタースタッフ

が相談及びコーディネ

ート業務を実施してい

る。 

マッチングセミナー的

なものとして、登録団

体との共催事業を３事

業実施した。 

交流センター自主事業

「安城市で活躍する人

たちの交流会」の開催

に向けて準備を進め

た。 

・市民交流センターのスタッフが業

務として相談・コーディネート業

務を実施している。相談件数等は

年々増加しており（２５年：７０

件、２６年：７３件、２７年：９

３件）、日常の取組が利用者に認め

られた結果、相談件数の増加につ

ながっているものと思われる。 

相談業務としては成果をあげて

いるが、新たに市民活動に参加す

る市民を増やしていくことは継

続して行う必要がある。 

Ｂ 

 



6 

 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針１：市民協働に関する情報の収集及び提供 

（３）市民活動への参加のきっかけづくり 

３．協働事業お見合いコーディ

ネート事業 

【事業内容】 

協働事業の実施に向けて、協

働したい団体を対象に市民活

動情報サイトによる協働パー

トナーの募集や市民活動セン

ターにおける個別相談マッチ

ング、わくわく交流会におけ

る集団マッチングを行う。 

  

市民活動センターにて

個別相談には対応して

いるが、マッチングに

関する募集事業は未実

施。 

市民活動センターにて

個別相談には対応して

いるが、マッチングに

関する募集事業は未実

施。 

個別相談には市民活動

センターにてスタッフ

が対応している。 

今年度は社会福祉協議

会主催の「地域福祉マ

ッチング交流会」に市

民活動センターととも

に参加し、ブースを設

けてマッチングを実施

した。 

また、「わくわく交流

会」や「安城市で活躍

する人たちの交流会」

では、市内で活動する

団体同士が交流する機

会を設けた。 

個別の相談・マッチン

グ業務については、交

流センタースタッフが

対応している。 

「安城市で活躍する人

たちの交流会」を開催

するための準備を進め

た。 

・わくわく交流会については、市民

活動補助金成果報告会も兼ねて毎

年実施している。参加者からは「協

働相手を探すことができた」や「他

団体や市民の方々の意見を聞けて

楽しかった」など、好意的な感想

をいただいた。また、団体同士の

交流を目的に、２７年度より「安

城市で活躍する人たちの交流会」

を開催し、参加者からも「毎年開

催してほしい」等の意見をいただ

き、こちらも好評だった。 

・交流会開催後の事後フォローを

実施しておらず、その後のマッ

チングについて把握出来てい

ない。 

・交流センターでの個別の相談業

務についても、マッチング率が

高いとは言えない状況である。 

 （Ｈ２６：約３９％→Ｈ２７：

約４１％→Ｈ２８上半期：約２

８％） 

Ｂ 

４．市民活動活性化事業(市民活

動団体支援) 

【事業内容】 

安城市民活動センターにおい

て、市民活動に関する情報を

収集し、館内掲示や配布によ

り広く情報の発信を行う。ま

た、相談を受けることで、個

人と団体もしくは団体と団体

のマッチングを行う。 

  

相談件数：７０件 

マッチング件数：３９

件 

相談件数：７３件 

マッチング件数：２９

件 

相談件数：９６件 

マッチング件数：４０

件 

【相談事例】 

・事業（講座）の際に

ふるまいとして提供す

るお菓子を授産施設か

ら調達したいので、紹

介して欲しい。 

・ホームページのデザ

インをおしゃれに変更

したいが、詳しい人を

教えて欲しい。 

・多くの人たちに自分

たちの活動を紹介する

場所を教えて欲しい 

相談件数：３２件 

マッチング件数：９件 

その他にも交流センタ

ー館内掲示に、団体の

活動 PRのスペースや助

成金情報を掲載し、情

報発信を行うようにし

た。 

・相談やマッチング件数について、

２６年度に減少したのはマッチン

グの基準を厳格なものに変更した

ことが原因であるが、２７年度に

ついては増加となった。 

・館内に登録団体の活動を PRできる

ようにしたところ、１５団体の利

用があった。 

・交流センターの本来業務として

実施しているが、マッチング率

や件数を増加させていくため

の取組などの課題がある 

Ｂ 
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社会福祉協議会の関連事業 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針１：市民協働に関する情報の収集及び提供 

（３）市民活動への参加のきっかけづくり 

５．ボランティア活動振興事業

（ボランティアセンターの

運営） 

【事業内容】 

ボランティア活動を行いたい

人と、ボランティアの手助け

がほしい人とのマッチング

と、ボランティアとして活動

したい人やグループ・団体か

らの相談やボランティアの協

力を求めている人からの相談

を行う。 

  

毎週火・木・土には専

任のボランティア相談

員を配置し、相談日以

外の開館日は担当職員

が随時相談に対応して

いる。ボランティア団

体・個人については、

登録制度をとり、ボラ

ンティアニーズに応じ

て登録紹介、募集、関

係者への相談を行って

いる。 

毎週火・木・土には専

任のボランティア相談

員を配置し、相談日以

外の開館日は担当職員

が随時相談に対応して

いる。ボランティア団

体・個人については、

登録制度をとり、ボラ

ンティアニーズに応じ

て登録紹介、募集、関

係者への相談を行って

いる。 

・ニーズ把握、相談支

援向上のため、登録者

と相談利用者へアンケ

ートを実施した 

毎週火・木・土には専

任のボランティア相談

員を配置し、相談日以

外の開館日は担当職員

が随時相談に対応して

いる。ボランティア団

体・個人については、

登録制度をとり、ボラ

ンティアニーズに応じ

て登録紹介、募集、関

係者への相談を行って

いる。 

毎週火・木・土には専

任のボランティア相談

員を配置し、相談日以

外の開館日は担当職員

が随時相談に対応して

いる。 

ボランティア団体・個

人については、登録制

度をとり、ボランティ

アニーズに応じて登録

紹介、募集、関係者へ

の相談を行っている。 

ボランティア相談日には、相談対応

できているが、時間と曜日が限られ

ており、初回に受けた相談員が完了

まで相談を全うすることは少ない。

相談員の相談内容を担当職員が引き

継いだり調べたりしながら、相談完

了までの対応を行うため、相談者に

とっては話をする相手が随時変わっ

てしまうという難点がある。 

また、相談員は完了まで携わらない

ため、相談スキルの向上に時間が

かかる。 

計画通りの相談対応はできてい

るが、相談日の設定、ボランティ

アコーディネーターの配置と対

応に関して、相談者のために人員

体制を整備し、相談日の増設を検

討するなどの必要がある。 

Ａ 
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現計画（安城市市民協働推進計画）の進捗状況評価のあらまし（基本方針２） 
施策の進捗度……Ａ：順調に進捗している  Ｂ：概ね順調だが、改善の余地がある  Ｃ：遅れている(大幅な改善が必要)  達成：(施策自体の達成) 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針２：市民協働の担い手の育成 

（１）担い手の育成・活用 

１．市民活動活性化事業（人材・

団体育成事業） 

【事業内容】 

安城市民交流センターにおい

て、市民活動に造詣が深い人

や先進的な活動を行っている

団体・個人を招いて、スキル

アップ講座及びわくわくサロ

ンを開催し、日ごろから市民

活動をしている団体や市民活

動に関心がある市民に学ぶ機

会を提供する。 

  

スキルアップ講座：１

回 

わくわくサロン：２８

回 

スキルアップ講座：３

回 

わくわくサロン：２８

回 

スキルアップ講座：３

回 

・保険を学ぼう（参加

者１３人） 

・情報サイト活用講座

（参加者２４人） 

・パソコンｄｅ画像編

集講座（参加者７人） 

わくわくサロン：２９

回 

・お絵かき教室（参加

者延べ４１５人） 

スキルアップ講座：３

回 

・もっと活用！情報サ

イト 

・ＳＮＳの利用の仕方 

初級編 

・パソコンで名刺作り 

わくわくサロン：１２

回 

継続してスキルアップ講座開催で来

ている。特に２７年と２８年は、パ

ソコンやＳＮＳなど、登録団体が比

較的苦手にしているであろう課題を

解決するための講座を企画・開催し、

参加者の中からは、市民活動情報サ

イトを積極的に活用する団体や、フ

ェイスブックページを個人で開設し

て、所属する団体の情報を掲載した

りする受講生がいた。 

・わくわくサロンについては、現

在「子ども絵画教室」としての

位置付けとなっており、本来の

趣旨の事業が実施できている

とはいえない 

Ｂ 

２．悠々熟年世代の生きがい探

し講座事業 

【事業内容】 

協働のまちづくり人材を発掘

するため、団塊の世代をはじ

めとした熟年世代を対象にフ

ァイナンシャルプラン講座や

ボランティア講座、趣味・教

養講座など定年後の暮らし全

般に役立つ連続講座を開催す

る。また、講座修了者がボラ

ンティア活動や地域活動など

の多様な活動へ主体的に参加

できるよう支援を図る。 

  

シルバーカレッジを２

教室開催、高齢者教室

を１２教室開催。受講

者は卒業後も自主活動

やボランティア等の社

会貢献活動を行ってい

ます。 

シルバーカレッジを２

教室開催、高齢者教室

を１２教室開催。受講

者は卒業後も自主活動

やボランティア等の社

会貢献活動を行ってい

る。 

シルバーカレッジを２

教室開催、高齢者教室

を１２教室開催。受講

者は卒業後も自主活動

やボランティア等の社

会貢献活動を行ってい

る。 

シルバーカレッジ受講

生・卒業生を対象にス

テップアップ講座を開

催し、ボランティア活

動や地域活動に参加で

きるよう支援した。 

シルバーカレッジを２

教室開催、高齢者教室

を１１教室開催。受講

者は卒業後も自主活動

やボランティア等の社

会貢献活動を行ってい

る。 

シルバーカレッジ受講

生・卒業生を対象にボ

ランティア活動や地域

活動に参加できるよう

レベルアップ講座の開

催を予定。 

協働のまちづくり人材を発掘するた

め、団塊の世代をはじめとした熟年

世代を対象に連続講座を開催した。

講座修了者がボランティア活動や地

域活動などの多様な活動へ主体的に

参加できるよう、次の段階の講座も

開催した。受講者のボランティア等

の活動も行われている。 
 

特に課題はない。 Ａ 

３．協働のまちづくり人材養成

講座事業 

【事業内容】 

ワークショップを通じて、市

民や市職員が協働のまちづく

りに関する基本的な知識やス

キルを共に学び合い、協働の

まちづくりを実践する仲間づ

くりができる講座を開催す

る。 

  

特定非営利活動法人パ

ートナーシップ・サポ

ートセンターに委託

し、「まちづくり人（び

と）養成講座」として、

市民と職員総勢４２名

が全５回の講座を受講

した。 

特定非営利活動法人パ

ートナーシップ・サポ

ートセンターに委託

し、「まちづくり人（び

と）養成講座中級編」

として、市民と職員総

勢２９名が全５回の講

座を受講した。 

特定非営利活動法人パ

ートナーシップ・サポ

ートセンターに委託

し、「まちづくり人（び

と）養成講座初級編」

として、市民（２２名）

と職員（１２名）総勢

３４名が全５回の講座

を受講した。 

初級編修了者の市民１

６人と職員１３人の合

計２９人でまちづくり

人養成講座（中級編）

を９月から全５回の予

定で開催している。 

・これまで初級編、中級編を２回ず

つ実施し、延べ１３４人が受講し

た。うち２６年度修了生の１９名

を中心に協働サポータークラブが

発足し、協働のまちづくりにむけ

て活動中である。 

・現在開催中のまちづくり人養成講

座（中級編）の修了者にも協働サ

ポーターやパートナーバンクへの

登録を依頼し、協働のまちづくり

を実践する人材を確保していく予

定である。 

特に無し。 Ａ 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針２：市民協働の担い手の育成 

（１）担い手の育成・活用 

４．市民協働コーディネーター

育成事業 

【事業内容】 

初級・中級・上級編の講座に

より、安城市内及び市役所内

で活躍する市民協働コーディ

ネーターを育成する。 

  
初級編講座を実施し、

４２名が受講。 

２５年度の初級編に引

き続いて中級編を実施

し、２９名が受講。 

２７年度は、まちづく

り人養成講座（初級編）

を開催し、３４名が受

講した。 

２６年度に実施したま

ちづくり人養成講座中

級編の修了者のうち、

希望者を協働サポータ

ーとして任命。サポー

ターを中心に任意団体

「安城市市民協働サポ

ータークラブ」を発足。

「わくわく交流会」や

「安城市で活躍する人

の交流会」でのファシ

リテーションを実践し

た。 

協働コーディネーター

の育成は未実施。 

協働サポータークラブ

及び市民交流センター

スタッフがコーディネ

ーター的役割を担い、

活動している。 

２７年度まちづくり人

養成講座修了生を中心

に、まちづくり人養成

講座（中級編）を実施

した。 

・まちづくり人養成講座として、初

級編、中級編までは開催している

が、上級編については未開催 

・現在は交流センターのスタッフ及

びまちづくり人養成講座２６年度

中級編修了者のうち、希望者を将

来のコーディネーター候補とな

る、協働サポーターとして任命し

た。 

・市民活動団体向けのアンケート

においても、「市民活動団体同

士を結びつけ協働を作り出す

ことのできる人材を養成する

講座」の開催が全体の４割を占

めており、コーディネーターの

育成を通じて、そのニーズにこ

たえていく必要がある。 

Ｂ 

５．市民活動団体交流及び活動

発表会事業（わくわく交流

会事業） 

【事業内容】 

団体がお互いの活動を紹介

し、まちづくり活動を行う市

民や団体同士が交流し、お互

いに知り合い、共に学び合い

ながら、それぞれの特徴を活

かして、相互連携・仲間づく

りにつなげていく交流会を開

催する。 

  

１回開催（平成２６年

２月２２日、参加団

体：６団体、参加者数：

５２名） 

１回開催（平成２７年２

月２２日、参加団体：９

団体、参加者数：６２名） 

１回開催（平成２８年

２月１３日、参加団

体：８団体、参加者数：

５７名） 

【内容】 

第１部として開催した

平成２７年度市民活動

補助金交付事業の成果

報告を受け、参加者全

員で、「活動成果をあげ

るために、みんなでで

きること」をテーマに

ワークショップを実施

した。 

【参加者の声】 

・他団体との交流が図

れてよい機会だった。 

・協働相手を探すこと

ができた。 

・情報交換ができる時

間が欲しかった。 

 

・市民活動補助金成果

報告会は２９年２月１

１日開催予定 

 

・交流センター自主事

業「市民活動交流会

2017in 安城」を２９年

２月２６日開催予定 

２７年度より、わくわく交流会だけ

でなく、安城市で活躍する人たちの

交流会を開催するなど、団体同士が

お互いに知り合うことを目的とした

交流会を実施し、参加者アンケート

からも「協働する相手を探すことが

できた」等好評をいただいている。 

マッチングにつながる市民活動

団体に特化した交流会を開催出

来ていない。 

Ｂ 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針２：市民協働の担い手の育成 

（１）担い手の育成・活用 

６．町内会ノート研修事業 

【事業内容】 

町内会長連絡協議会におい

て、新任町内会長向けに、新

たに町内会の役員になる場合

に必要最小限の知識やノウハ

ウを学ぶ研修を、町内会ノー

トを基に行う。 

  

全町内会長が参加され

る総会にて、ノートを

配布し説明を行った。 

ノート掲載内容を充実

させるほか、掲載の必

要性の薄いと思われる

内容を削除した。全町

内会長が参加される総

会にて、ノートを配布

し説明を行った。 

全町内会長が参加され

る総会において、町内

会長ノートを配布し説

明を行った。 

ノート掲載内容の見直

しを行い、全町内会長

が参加される総会にお

いて、配布し説明を行

った。 

また、町内会事務の参

考としてもらうため、

市公式ウェブサイト内

に補助事業等の様式と

併せて公開した。 

新任、留任を問わず全町内会長に情

報提供をすることができ、実際に市

への問い合わせや各種補助金申請の

参考にしていただくことができた。 

説明時間が限られるため、新任の

町内会長においては、活用に至ら

ないケースがある。 

Ｂ 

７．町内公民館活動事例発表会

開催事業 

【事業内容】 

町内公民館活動推進モデル地

区を指定し、公民館活動の充

実を図るとともに、公民館事

業の事例発表を行う。 

  

多くの公民館長及び主

事の聴講のもと、モデ

ル地区指定をされた３

公民館の事例発表を行

った。館長、主事のほ

か公民館活動にかかわ

る人材の聴講も勧奨し

た。 

地区の指定から事業の

指定へと改めた。 

多くの公民館長及び主

事の聴講のもと、モデ

ル事業の指定を受けた

３公民館の事例発表を

行った。館長、主事の

ほか公民館活動にかか

わる人材の聴講も勧奨

した。 

西尾町内会、二本木連

合町内会をモデル地区

として指定し、公民館

長、主事を対象とした

モデル事業の事例発表

を行った。地区公民館

及び指導員等の連携を

深めていただくため聴

講を勧奨した。 

住吉町内公民館、箕輪

町内会公民館の公民館

活動事業をモデル事業

として指定した。 

各町内公民館長及び主事の実施する

活動の参考にしていただくために、

継続して事例発表などの報告会を開

催することができた。 

公民館活動は活発に行われてい

る一方、公民館活動推進も出る地

区への指定と事例発表について

は、なかなか手が挙がらないのが

現状である。 

Ａ 

８．町内会長連絡協議会パソコ

ン講座事業 

【事業内容】 

町内会長連絡協議会におい

て、パソコン操作など町内会

の運営に必要な能力の向上を

図る講座を開催する。 

  

内容ごとに講座を８回

に分けて開催した。Ｓ

ＮＳの活用についての

講座を設けた。 

内容ごとに講座を８回

に分けて開催した。パ

ワーポイントの活用に

ついての講座を設け

た。 

７月に講座を７回に分

けて開催した。受講内

容をより活かしていた

だけるよう、講座内容

のフォローアップを行

う実践編の講座を実施

した。 

７月に講座を８回に分

けて開催した。 

個人情報保護や情報セ

キュリティに関する講

座を設けた。 

受講を希望する町内会から最低各１

名は受講してもらうことができた。 

アンケートによれば概ね好評である

が、受講者の技量に差があり、講師・

受講者双方から講座の進め方の改善

を求められる面もあった。 

実際にインターネットの活用が

進んでいる町内会の受講が見ら

れない。 

受講者の技量に差があり、効果的

な講座を選択できていない様子

が見られた。 

Ｂ 

 

 

 

 

 



11 

 

社会福祉協議会の関連事業 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針２：市民協働の担い手の育成 

（１）担い手の育成・活用 

９．ボランティア活動振興事業

（講座及びセミナー） 

【事業内容】 

園芸福祉ボランティア入門講

座や手話基礎講座など、ボラ

ンティア人材を育成するため

の講座や、ボランティアのた

めのパソコン講座といったボ

ランティアの事務処理等のス

キルアップを図る講座を開催

する。 

  

今後ますます重要とな

る地域に根ざしたボラ

ンティアの育成を目指

し、各福祉センターを

拠点にボランティア養

成講座を実施した。 

今後ますます重要とな

る地域に根ざしたボラ

ンティアの育成を目指

し、各福祉センターを

拠点にボランティア養

成講座を実施した。 

市内で活躍する障がい

者支援ボランティア、

傾聴ボランティアの他

に、今後ますます重要

となる地域に根ざした

ボランティアの育成を

目指し、各福祉センタ

ーがボランティア養成

講座を実施した。 

ボランティア活動の自

発的な情報発信を目指

してスキルアップを図

るためＨＰづくり講座

も実施した。 

市内で活躍する障がい

者支援ボランティア、

傾聴ボランティアの他

に、今後ますます重要

となる地域に根ざした

ボランティアの育成を

目指し、各福祉センタ

ーを拠点にボランティ

ア養成講座を実施し

た。 

市内全域でニーズのある障害者支援

ボランティアや傾聴ボランティアの

養成講座以外に、各福祉センターで

も地域のニーズに根差したボランテ

ィア養成講座の企画実施が定着しは

じめている。各地域でのボランティ

ア養成は、地域福祉活動推進のため

今後益々必要になる。既存のボラン

ティアのスキルアップを目指した講

座を実施し、主体的な活動ができる

よう支援した。 

各地区福祉センターで実施する

ボランティア養成講座が増えつ

つあるが、一方で、地区によって

はあまり実施できていない場合

や、地区とボランティアセンター

との連携があまりなく、ニーズや

活動をボランティアセンターが

把握できていない場合があり、情

報提供や支援ができないことも

生じる。 

Ａ 

10．地域福祉活動推進事業（地

区社会福祉協議会会長連絡

会主催事業の開催） 

【事業内容】 

町内福祉委員会の組織力を強

化するため、新任福祉委員研

修会や町内福祉委員会全体研

修会等を開催する。 

  

平成２５年度は、地域

福祉計画策定の年度に

あたったため、地域福

祉計画策定の啓発事業

「市民たすけあいフォ

ーラム」として、町内

福祉委員会全体研修会

を開催した。 

平成２６年度は、第３

次地域福祉計画の推進

の初年度であったの

で、計画の推進に向け

て、計画の重点項目に

沿ったテーマで町内福

祉委員会全体研修会を

開催した。 

平成２７年度は介護保

険制度の改正に伴い地

域包括ケアシステムの

構築に向けた市の動

き、２９年度からの新

しい総合事業に向けた

地域の取り組みについ

てをテーマに町内福祉

委員会全体研修会を開

催した。 

平成２８年度は、２９

年度からの新しい総合

事業に向けて、「超高齢

社会におけるこれから

の地域づくりを考え

る」をテーマに、町内

福祉委員会全体研修会

を開催し、講演とパネ

ルディスカッションを

行った。 

新任福祉委員研修会は、地区によっ

て状況が異なることから、各地区で

必要に応じて開催することとした。 

 町内福祉委員会全体研修会は、そ

の年度の地域福祉活動に必要な社会

情勢の啓発と活動事例を報告する場

として定着し、年々参加者も増加し

てきている。年に一度、町内福祉委

員会関係者が集い、学ぶ場として重

要な役割を果たしている。 

 ここ最近、あらゆる施策が地域に

移行してきており、地域福祉を取り

巻く状況も刻々と変化してきている

ので、このような市内全体で情報共

有できる研修会の機会は重要であ

る。 

特になし Ａ 

11．地域福祉活動推進事業（地

域福祉活動講座等事業） 

【事業内容】 

防災・福祉の研修会など、生

活に密着した講習会を実施

し、個別テーマごとの先進的

な活動事例などを紹介し、活

動のヒントを得られるような

研修会を開催する。 

  

平成２５年度は、地域

福祉計画策定の年度に

あたったため、地域福

祉計画策定の地域会議

として、各地区社協で

の地域福祉に関するワ

ークショップ等を延べ

２４回開催した。また、

各地区では介護や介護

予防に関する講座など

も開催された。 

平成２６年度は、各地

区社協で、地域見守り

活動や地域包括ケア、

サロン活動、防災、子

どもの見守りなどのテ

ーマで、地域福祉活動

勉強会、福祉講演会、

講座などが開催され

た。 

平成２７年度は、各地

区社協で、地域見守り

活動や地域包括ケア、

サロン活動、防災、子

どもの貧困などのテー

マで、地域福祉活動勉

強会、福祉講演会、講

座などが開催された。 

平成２８年度は、各地

区社協で、地域見守り

活動や地域包括ケア、

サロン活動、防災、子

どもの貧困などのテー

マで、地域福祉活動勉

強会、福祉講演会、講

座などが開催された。 

毎年、地区の課題に応じて研修会が

行われているが、２７年度からは高

齢福祉課からの委託事業の関係で、

新たな研修会が増え、今までのよう

に自由にテーマ設定ができない状況

が生じている。 

委託事業等の関係で、自由なテー

マ設定が難しくなり、回数を増や

すことになると住民に負担をか

けることになるので、住民の負担

を増やさないように、効果的な開

催のあり方が求められてきてい

る。 

Ｂ 
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社会福祉協議会の関連事業 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針２：市民協働の担い手の育成 

（１）担い手の育成・活用 

12．地域福祉活動推進事業（自

主防災組織活性化事業、地

域見守り活動モデル事業） 

【事業内容】 

モデル事業を実施した町内会

等の活動を市内の他の町内会

に波及させるため、実際にど

のように取り組んできたの

か、そのノウハウや活動の秘

訣などを紹介する活動事例発

表会を開催する。 

  

平成２５年度は、地域

見守り活動推進事業の

活動発表会と、自主防

災組織支援事業の成果

報告会を１回ずつ開催

した。 

平成２６年度は、地域

見守り活動推進事業の

活動発表会と、自主防

災組織支援事業の成果

報告会を１回ずつ開催

した。 

平成２７年度は、地域

見守り活動推進事業の

活動発表会と、自主防

災組織支援事業の成果

報告会を１回ずつ開催

した。 

地域見守り活動推進事

業については、モデル

地区として指定された

福祉委員会のうち、里、

相生、城向の各町内会

福祉委員会の３団体

が、１年間に実施した

取り組みについて発表

を行った。 

自主防災組織支援事業

については、百石、城

南、大山、赤松町自主

防災組織が、訓練やワ

ークショップに参加し

て感じたことや思いを

発表した。 

平成２８年度は、地域

見守り活動推進事業の

活動発表会を２月に、

自主防災組織支援事業

の成果報告会を３月に

１回ずつ開催する予定

である。 

地域見守り活動推進事業は、平成２

３年度からのモデル事業から始ま

り、今年度で６年目を迎え、ほぼ市

内全域の町内福祉委員会に普及させ

ることができた。 

自主防災組織支援事業は、昨年度か

ら「避難所開設」をテーマに、モデ

ル地区の実践から検証することがで

き、有るべき方向性が見えてきた。 

見守り活動推進事業については、

市内全域の町内福祉委員会に普

及させることができたが、すでに

モデル指定を終えた町内へのフ

ォローが必要になっている。 

自主防災組織支援事業について

は、今年になってから特に国内で

の地震も多発しており、住民の不

安とも合致しており、この時代に

は必要なテーマである。 

Ａ 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針２：市民協働の担い手の育成 

（２）市職員の意識改革の推進 

１．職員向けの市民協働研修事

業 

【事業内容】 

協働のまちづくりを推進して

いく上で、市職員に必要とさ

れる考え方や姿勢及び市民と

の関係を育む手法を習得する

ため、研修会を開催する。ま

た、知識だけではなく市民活

動団体の活動を目で見て、肌

で感じ、理解を深めるため、

体験研修を行う。 

  

特定非営利活動法人パ

ートナーシップ・サポ

ートセンターに委託し

職員２５名が全３回の

講座を受講した。 

特定非営利活動法人パ

ートナーシップ・サポ

ートセンターに委託し

職員１６名が全３回の

講座を受講した。 

特定非営利活動法人パ

ートナーシップ・サポ

ートセンターに委託

し、「まちづくり人（び

と）養成講座初級編」

として、職員１２名が

全５回の講座を受講し

た。 

また、交流センターで

１２月に実施した「市

民活動見学バスツア

ー」協働課職員が２名

参加し、とよた市民活

動センターや活動団体

の現場を視察した。 

職員１３人にまちづく

り人養成講座（中級編）

への参加を呼びかけ、

９月から全５回の予定

で開催している。 

・４年間で延べ６６名の職員が受講

し、うち２５年度、２６年度のま

ちづくり人養成講座を通じて、４

名の職員が協働サポーターとして

登録し、サポータークラブのメン

バーとなった（現在は２名）。 

 現在は同じく協働サポーターとな

った市民とともに、市や市民交流

センターとともに活動している。 

・一部の職員が研修を受講した

が、全職員に向けて事業内容に

あるような取組が出来ていな

いのが現状である。 

Ｂ 

２．職員ＮＰＯ法人派遣研修事

業 

【事業内容】 

市職員がＮＰＯ活動に従事す

ることでＮＰＯ法人に関する

相互理解を深めることを目的

として、市職員をＮＰＯ法人

へ研修のため派遣する。 

  未実施 未実施 

ＮＰＯ法人への派遣は

未実施 

交流センター自主事業

で、「市民活動見学バス

ツアー」を実施し、協

働課職員２名が参加し

た。 

【内容】 

とよた市民活動センタ

ー、ラヴィドファム（子

育て支援に関する活動

団体）と情報交換し、

ＮＰＯ法人とよたエコ

人プロジェクト（環境

に関する活動団体）の

主催するワークショッ

プに参加した。 

未実施 

市職員の協働に対する理解促進と意

識改革は必要だが、市職員をＮＰＯ

法人へ派遣するには至っていない。 

施策の目的を果たすために様々

な方法があるとは思うが、ＮＰＯ

法人への職員派遣研修が最も有

効な事業とは考えられない。 

Ｃ 

３．協働のまちづくり人材養成

講座事業 

【事業内容】 

ワークショップを通じて、市

民や市職員が協働のまちづく

りに関する基本的な知識やス

キルを共に学び合い、協働の

まちづくりを実践する仲間づ

くりができる講座を開催す

る。 

  

特定非営利活動法人パ

ートナーシップ・サポ

ートセンターに委託

し、「まちづくり人（び

と）養成講座」として、

市民と職員総勢４２名

が全５回の講座を受講

した。 

特定非営利活動法人パ

ートナーシップ・サポ

ートセンターに委託

し、「まちづくり人（び

と）養成講座中級編」

として、市民と職員総

勢２９名が全５回の講

座を受講した。 

特定非営利活動法人パ

ートナーシップ・サポ

ートセンターに委託

し、「まちづくり人（び

と）養成講座初級編」

として、市民（２２名）

と職員（１２名）総勢

３４名が全５回の講座

を受講した。 

初級編修了者の市民１

６人と職員１３人の合

計２９人でまちづくり

人養成講座（中級編）

を９月から全５回の予

定で開催している。 

・これまで初級編、中級編を２回ず

つ実施し、延べ１３４人が受講し

た。うち２６年度修了生の１９名

を中心に協働サポータークラブが

発足し、協働のまちづくりにむけ

て活動中である。 

・現在開催中のまちづくり人養成講

座（中級編）の修了者にも協働サ

ポーターやパートナーバンクへの

登録を依頼し、協働のまちづくり

を実践する人材を確保していく予

定である。 

特に無し。 Ａ 
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現計画（安城市市民協働推進計画）の進捗状況評価のあらまし（基本方針 3） 
施策の進捗度……Ａ：順調に進捗している  Ｂ：概ね順調だが、改善の余地がある  Ｃ：遅れている(大幅な改善が必要)  達成：(施策自体の達成) 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針３：市民活動がしやすい環境整備と活動の支援 

（１）市民活動拠点施設の活用 

１．市民活動活性化事業（市民

活動センター登録団体への

支援） 

【事業内容】 

市民活動のサポート拠点とし

て、安城市民交流センター内

に市民活動センター「わくわ

くセンター」を設置し、市民

活動センター登録団体に対し

て、活動室・和室・作業室及

び印刷製本機器・貸ロッカー

等を無料で使用できるように

する。 
 

実施済み 実施済み 実施済み 実施済み 

・毎年実施している利用者アンケー

トによると、全体的な満足度は２

６年度（４．２７点）、２７年度（４．

４６点）と高評価を得ている（５

点満点での評価）。 

引続き継続する。 Ａ 

２．地区公民館管理・運営事業 

【事業内容】 

学習機会や交流の場であると

ともに、地域に軸足を置いた

地域のまちづくり、ひとづく

りの拠点としての役割を果た

す。 

  

設備の整備を行い、気

持ちよく利用していた

だいている。 

設備の整備を行い、気

持ちよく利用していた

だいている。 

H26 から H27 年度にか

けて明祥プラザを建

設。公民館・福祉セン

ター・児童センター等

の複合施設とした。 

設備の整備を行い、気

持ちよく利用していた

だいている。 

H26 から H27 年度にか

けて明祥プラザを建

設。公民館・福祉セン

ター・児童センター等

の複合施設とした。 

設備の整備を行い、気

持ちよく利用していた

だいている。 

H29 から H30 年度にか

けては、文化センター

の大規模改修を実施予

定。準備中。 

学習機会や交流の場であるととも

に、地域に軸足を置いた地域のまち

づくり、ひとづくりの拠点としての

役割を果たすための整備に努めた。

明祥プラザは、さまざまな利用者が

交流しふれあえる施設となった。 

特に課題はない。 Ａ 

３．地域福祉センター管理・運

営事業（福祉の拠点づくり

事業） 

【事業内容】 

地域福祉活動を推進するため

の拠点施設として、福祉セン

ターの管理運営を行う。 

  

７か所の福祉センター

の管理運営を行い、福

祉センターにおいて介

護予防の体操や、高齢

者や障害者を対象とし

た講座やボランティア

講座、センターサロン

などを開催し、地域福

祉の推進に努めた。 

７か所の福祉センター

の管理運営を行い、福

祉センターにおいて介

護予防の体操や、高齢

者や障害者を対象とし

た講座やボランティア

講座、センターサロン

などを開催し、地域福

祉の推進に努めた。 

７か所の福祉センター

の管理運営を行い、福

祉センターにおいて介

護予防の体操や、高齢

者や障害者を対象とし

た講座やボランティア

講座、センターサロン

などを開催し、地域福

祉の推進に努めた。 

７か所の福祉センター

の管理運営と１か所の

福祉センター事業を行

い、福祉センターにお

いて介護予防の体操

や、高齢者や障害者を

対象とした講座やボラ

ンティア講座、センタ

ーサロンなどを開催

し、地域福祉の推進に

努めた。 

全体としては、今年度明祥福祉セン

ターもオープンし、すべての地区で

福祉センターサロンや講座、介護予

防事業が行われようになり、順調に

推移してきている。ただ、今年度オ

ープンした福祉センターもあり、地

区によって事情が異なる。 

地区によって、福祉センターの持

つ機能や建物の構造、地域住民の

意識も違うため進捗度合いも違

うので、地区ごとに進捗度を評価

し、改善できる点を確認していく

必要がある。 

Ｂ 

４．町内公民館建設費等補助金 

【事業内容】 

地域の住民が文化的活動、教

育的活動、その他組織的な活

動を行なうための町内公民館

の建設・改修する場合に要件

に応じて費用の一部を補助す

る。 

  

公民館建設２件、公民

館改修延べ２５件に対

し事業費の一部を補助

した。 

公民館改修延べ２８件

に対し事業費の一部を

補助した。 

公民館建設（１件）及

び改修（２９件）計３

０件に対し、事業費の

一部を補助した。 

補助額計：１０，１４

４，０００円 

公民館改修計９件に対

し、事業費の一部を補

助した。 

補助額計：１，６２３，

０００円 

要望どおりの補助を実施できてい

る。 

 一方で、市街化や緑地の減少等に

よる自然環境の変化や、老朽化した

施設の増加により、補助対象とされ

ていない改修事業に関する相談が増

えている。 

町内会を取り巻く環境変化に伴

い、補助制度の見直しが必要な時

期にきている。 

Ｂ 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針３：市民活動がしやすい環境整備と活動の支援 

（２）市民活動センターの機能の充実 

１．市民活動活性化事業（情報

受発信） 

【事業内容】 

安城市民交流センターにおい

て、市民活動情報サイトの管

理、メールマガジンや情報誌

の発行等により情報の受発信

を行う。また、交流センター

まつりやわくわく交流会の実

施など、人と人を繋ぐ交流に

よって情報の提供を行う。 

  

市民交流センターメー

ルマガジン：１２回、

情報誌（わくわく通

信）：４回、交流センタ

ーまつり：１回、わく

わく交流会：１回 

市民交流センターメー

ルマガジン：１２回、

情報誌（わくわく通

信）：４回、交流センタ

ーまつり：１回、わく

わく交流会：１回 

市民交流センターメー

ルマガジン：１２回、

情報誌（わくわく通

信）：４回、交流センタ

ーまつり：１回、わく

わく交流会：１回、交

流センター自主事業で

の交流会事業：１回（安

城市で活躍する人の交

流会）、社協主催マッチ

ング交流会への参加 

交流センターメールマ

ガジン：６回、情報誌

（わくわく通信）：２回 

 

社協主催マッチング交

流会に参加予定（１２

月） 

・毎月１回のメールマガジンや３か

月に１回の情報誌（わくわく通信）

の発行などを継続的に行うことが

できた。 

・平成２７年度については、団体同

士の交流の場となる「安城市で活

躍する人の交流会」を新たに実施

できた。また、２７年度より社協

のマッチング交流会へ参加し、１

件マッチングを成立させた。 

・現在実施している事業について

は引続き継続し、交流の場とな

る事業については回数やその

内容など、マッチングの場とし

て機能するよう検討を行う。 

Ｂ 

２．市民活動活性化事業(市民活

動団体支援) 

【事業内容】 

安城市民活動センターにおい

て、市民活動に関する情報を

収集し、館内掲示や配布によ

り広く情報の発信を行う。ま

た、相談を受けることで、個

人と団体もしくは団体と団体

のマッチングを行う。 

  

相談件数：７０件 

マッチング件数：３９

件 

相談件数：７３件 

マッチング件数：２９

件 

相談件数：９６件 

マッチング件数：４０

件 

【相談事例】 

・事業（講座）の際に

ふるまいとして提供す

るお菓子を授産施設か

ら調達したいので、紹

介して欲しい。 

・ホームページのデザ

インをおしゃれに変更

したいが、詳しい人を

教えて欲しい。 

・多くの人たちに自分

たちの活動を紹介する

場所を教えて欲しい 

相談件数：３２件 

マッチング件数：９件 

その他にも交流センタ

ー館内掲示に、団体の

活動 PRのスペースや助

成金情報を掲載し、情

報発信を行うようにし

た。 

・相談やマッチング件数について、

２６年度に減少したのはマッチン

グの基準を厳格なものに変更した

ことが原因であるが、２７年度に

ついては増加となった。 

・館内に登録団体の活動を PRできる

ようにしたところ、１５団体の利

用があった。 

・交流センターの本来業務として

実施しているが、マッチング率

や件数を増加させていくため

の取組などの課題がある 

Ｂ 

３．市民活動活性化事業（人材・

団体育成事業） 

【事業内容】 

安城市民交流センターにおい

て、市民活動に造詣が深い人

や先進的な活動を行っている

団体・個人を招いて、スキル

アップ講座及びわくわくサロ

ンを開催し、日ごろから市民

活動をしている団体や市民活

動に関心がある市民に学ぶ機

会を提供する。 

  

スキルアップ講座：１

回 

わくわくサロン：２８

回 

スキルアップ講座：３

回 

わくわくサロン：２８

回 

スキルアップ講座：３

回 

・保険を学ぼう（参加

者１３人） 

・情報サイト活用講座

（参加者２４人） 

・パソコンｄｅ画像編

集講座（参加者７人） 

わくわくサロン：２９

回 

・お絵かき教室（参加

者延べ４１５人） 

スキルアップ講座：３

回 

・もっと活用！情報サ

イト 

・ＳＮＳの利用の仕方 

初級編 

・パソコンで名刺作り 

わくわくサロン：１２

回 

継続してスキルアップ講座開催で来

ている。特に２７年と２８年は、パ

ソコンやＳＮＳなど、登録団体が比

較的苦手にしているであろう課題を

解決するための講座を企画・開催し、

参加者の中からは、市民活動情報サ

イトを積極的に活用する団体や、フ

ェイスブックページを個人で開設し

て、所属する団体の情報を掲載した

りする受講生がいた。 

・わくわくサロンについては、現

在「子ども絵画教室」としての

位置付けとなっており、本来の

趣旨の事業が実施できている

とはいえない 

Ｂ 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針３：市民活動がしやすい環境整備と活動の支援 

（２）市民活動センターの機能の充実 

４．「団体登録申請書・活動報告

書の書き方セミナー」開催

事業 

【事業内容】 

登録申請書や活動報告書の書

き方を教えるセミナーを開催

する。 

  

未実施 

活動報告書の書式改正

と合わせて平成２７年

３月１９・２２日に市

民交流センターにてセ

ミナーを開催。 

活動報告書に関して、

２７年度は任意の様式

での提出を可としたた

め、セミナーは開催せ

ず。個別の相談に対し

ては、センタースタッ

フが対応している。 

必要に応じて開催を検

討 

市民交流センタースタ

ッフによる個別の対応

は継続実施 

・平成２６年度に活動報告書の書き

方セミナーを開催した。また、アン

ケートのニーズより、団体登録の更

新作業の省力化を図り、交流センタ

ースタッフの日常業務の中での対応

で十分間に合うようになった。 

なし。 達成 

 

 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針３：市民活動がしやすい環境整備と活動の支援 

（３）市民活動への財政的支援等の充実 

１．市民活動補助事業（試行） 

【事業内容】 

市民活動を財政面から支援す

る制度を創設するにあたっ

て、その制度の実効性等を検

証し、本格的な制度の創設に

役立てるため、補助事業を試

行する。 

  

平成２５年度事業：６

団体６事業、補助金総

額５１１，０００円 

平成２６年度事業：９

団体９事業 

補助金総額９４２，０

００円 

平成２７年度事業：８

団体８事業 

補助金総額９６３，０

００円 

平成２８年度事業：６

団体６事業 

補助金総額９０８，０

００円 

平成２５年度より補助事業を試行

し、本格運用できた。 
特に無し。 達成 

２．ふれあい補償制度事業 

【事業内容】 

主に町内会活動を中心とした

地域活動や青少年活動など、

一定の要件を満たしたグルー

プの社会活動中のケガや事故

に対して補償する。 

  

平成２５年度：申請８

８件、支払い８２件、

支払金額７３２，１０

５円 

平成２６年度：申請８

２件、支払い６１件 

支払金額７５３，０９

６円 

補償請求時に必要な書

類等がわかりやすくな

るよう、必要書類を一

覧表示するなど、わか

りやすいチラシとなる

よう内容の見直しを行

った。 

平成２７年度：申請８

３件、支払い７２件 

支払金額１，１１０，

０３６円 

平成２８年４月１日～

９月３０日まで 

申請件数：５７件 

支払件数：４９件 

支払金額：３６８，０

００円 

子ども会や町内会のみでなく、広く

市民活動団体まで対象範囲を拡大し

て実施できた。 

・市民活動団体からの申請の実績

がなく、周知が足りていないと

いうことであれば、啓発を実施

する必要がある。 

・手続き（事故報告・請求）のた

めに２回来庁する必要があり、

利用者にとって負担となって

いる。 

Ｂ 

３．協働のまちづくり基金制度

の調査・研究事業 

【事業内容】 

協働のまちづくりを資金面か

ら支援するための原資となる

基金制度の創設に向けて、法

制度や運用手法などの面から

調査・研究を進め、制度のあ

り方について検討を行う。 

  

平成２５年４月１日基

金設立 

平成２５年４月１日～

１２月３１日までの寄

附金総額２３７，６１

２円（９件）、基金積立

額５０２，０００円（マ

ッチングギフト方式） 

平成２５年４月１日基

金設立 

平成２６年１月１日～

１２月３１日までの寄

附金総額 ４２９，０

６３円（１２件）、基金

積立額９０４，０００

円（マッチングギフト

方式） 

平成２５年４月１日基

金設立済み 

平成２７年１月１日～

１２月３１日までの寄

付金総額３０２，６７

６円（１１件）、基金積

立額６５６，０００円

（マッチングギフト方

式） 

平成２５年４月１日基

金設立 

（完了） 

平成２５年４月１日に基金設立完了

した。 
特に無し。 達成 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針３：市民活動がしやすい環境整備と活動の支援 

（３）市民活動への財政的支援等の充実 

４．基金設置事業 

【事業内容】 

市民協働のまちづくりを資金

面から支援するための原資と

なる基金の設置と市民への基

金設置の周知活動を行う。 

  

平成２５年４月１日基

金設立 

平成２５年４月１日～

１２月３１日までの寄

附金総額２３７，６１

２円（９件）、基金積立

額５０２，０００円（マ

ッチングギフト方式） 

平成２５年４月１日基

金設立 

平成２６年１月１日～

１２月３１日までの寄

附金総額 ４２９，０

６３円（１２件）、基金

積立額９０４，０００

円（マッチングギフト

方式） 

交流センターまつり、

福祉まつり、どですか

テレビ放送の際にＰＲ

を実施 

交流センターまつり、

福祉まつり、地域福祉

マッチング交流会、ま

ちかど講座の際に基金

のＰＲを実施。 

市民協働課及び市民交

流センターにおいて

は、常設で基金ＰＲの

ための「のぼり旗」を

掲出している。 

平成２７年１月１日～

１２月３１日までの寄

付金総額 

３０２，６７６円（１

１件）、基金積立額６５

６，０００円 

（マッチングギフト方

式） 

平成２８年１月１日～

９月３０日までの実績 

寄付金額：１８１，２

７９円 

寄付者数：延べ７人 

 

交流センター及び市民

協働課前に常設で募金

箱とのぼり旗設置しＰ

Ｒを行った。 

７月１日号の広報あん

じょうにて PRを実施し

た。 

・平成２５年度の基金設立から、今

年度上半期までで延べ３８人、

1,150,630円の寄付金をいただいた。 

・市民活動補助金の原資として活

用しており、多くの寄付を集め

る必要がある。（市民からの寄

付だけで５０万円の寄付が必

要） 

Ｂ 

５．基金を利用した市民活動補

助事業 

【事業内容】 

基金を原資とした市民活動補

助制度を創設し、その運用を

図る。 

  

平成２５年度事業：６

団体６事業、 

補助金総額５１１，０

００円 

平成２６年度事業：９

団体９事業 

補助金総額９４２，０

００円 

平成２７年度事業：８

団体８事業 

補助金総額９６３，０

００円 

平成２８年度事業：６

団体６事業 

補助金総額９０８，０

００円 

・２８年度実施した市民向けアンケ

ート調査によると、市民活動センタ

ーまたは社協ボラセンに登録のある

市民活動団体の市民活動補助金の認

知度は５６．７％であり、２８年度

までで延べ２９団体が助成を受け、

活動を実施した。 

・５６．７％の認知度がある一方

で、４割以上の団体には周知が

出来ていないのが現状である。 

・アンケートによると、申請をし

なかった団体の理由について、

「公開プレゼンが面倒」、「全額

補助でないので魅力を感じな

い」などの理由が多く挙がって

おり、制度設計も含めて検討す

る必要がある。 

Ｂ 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針３：市民活動がしやすい環境整備と活動の支援 

（３）市民活動への財政的支援等の充実 

６．協働事業提案制度事業 

【事業内容】 

行政だけでは解決できない地

域課題を市民活動団体等との

協働によって解決していくた

め、行政がテーマ設定をして

協働事業を公募する「行政提

示型事業」や市民活動団体等

の提案により協働事業を進め

る「市民提案型事業」を創設

し、その運用を図る。 

  『行政提示型事業』 

平成２５年度：「協働事

業事例集作成事業（担

当課：市民協働課）」を

テーマとし、「あんねっ

と」と協働で作成した。 

平成２６年度：「環境教

育・学習推進事業（担

当課：環境首都推進

課）」「多文化共生推進

事業（担当課：市民協

働課）」の二つをテーマ

とし、「多文化共生推進

事業」については「国

際交流はなのき会」よ

り応募があり採択され

た。 

 

『市民提案型事業』 

平成２５年度：５事業

実施 

平成２６年度：８事業

採択 

『行政提示型事業』 

平成２６年度：「環境教

育・学習推進事業（担

当課：環境首都推進

課）」「多文化共生推進

事業（担当課：市民協

働課）」の二つをテーマ

とし、「多文化共生推進

事業」については「国

際交流はなのき会」よ

り応募があり、事業を

協働で実施した。 

平成２７年度：「第 2次

健康日本 21安城計画推

進事業（担当課：健康

推進課）」をテーマと

し、『サークル「輪々」』

「Anjo きらめきた～

い」より応募があり、

採択された。 

 

『市民提案型事業』 

平成２６年度：８事業

実施 

平成２７年度：６事業

採択 

『行政提示型事業』 

平成２７年度：「第２次

健康日本 20安城計画推

進事業（担当課：健康

推進課）」の事業が以下

のとおり協働で実施さ

れた。 

①『サークル「輪々」』 

【事業名】こころ元気

に「音楽と講演」 【団

体による自己評価】心

の健康に関心を持って

いる人々に対して、情

報提供できた。 

②『Anjo きらめきた～

い』 

【事業名】安城ご当地

体操でパパもママもプ

ラス１０ 【団体によ

る自己評価】厚労省の

推奨する「プラス１０」

について、多くの方に

知ってもらうことがで

きた。きーぼー市にて

実施する中で、少しず

つ見学者が体操に参加

するようになった。 

平成２８年度：①「さ

わやかマナー推進事

業」（担当課：環境都市

推進課） ②「ティー

ンズ（中学生・高校生）

向け読書推進事業」（担

当：中央図書館）以上

のテーマについて、そ

れぞれ「ＮＰＯ法人フ

ィリアの会」と「ヒッ

ポファミリークラブ安

城」の２団体から応募

があり、採択された。 

『市民提案型事業』 

平成２７年度：６事業

実施 

平成２８年度：４事業

採択 

【平成２８年度事業】 

①「さわやかマナー推

進事業（担当課：環境

都市推進課）」の事業が

「ＮＰＯ法人フィリア

の会」により実施され

ている。 

②「ティーンズ（中学

生・高校生）向け読書

推進事業（担当課：中

央図書館）」の事業が

「ヒッポファミリーク

ラブ安城」により実施

されている。 

 

『市民提案型事業』 

平成２８年度４事業 

・２５年度の市民活動補助制度創設

に併せて行政提示型・市民提案型事

業を創設し、運用することが出来た。 

・２８年度採択事業までで、「行政提

示型事業」については延べ６つのテ

ーマが提示され、６事業が実施され

た。「市民提案型事業」については、

延べ２４事業が採択されている。 

特に無し。 Ａ 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針３：市民活動がしやすい環境整備と活動の支援 

（３）市民活動への財政的支援等の充実 

７．「団体登録申請書・活動報告

書の書き方セミナー」開催

事業 

【事業内容】 

登録申請書や活動報告書の書

き方を教えるセミナーを開催

する。 

  

未実施 

活動報告書の書式改正

と合わせて平成２７年

３月１９・２２日に市

民交流センターにてセ

ミナーを開催。 

活動報告書に関して、

２７年度は任意の様式

での提出を可としたた

め、セミナーは開催せ

ず。個別の相談に対し

ては、センタースタッ

フが対応している。 

必要に応じて開催を検

討 

市民交流センタースタ

ッフによる個別の対応

は継続実施 

・平成２６年度に活動報告書の書き

方セミナーを開催した。また、アン

ケートのニーズより、団体登録の更

新作業の省力化を図り、交流センタ

ースタッフの日常業務の中での対応

で十分間に合うようになった。 

なし。 達成 

 

 

社会福祉協議会の関連事業 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針３：市民活動がしやすい環境整備と活動の支援 

（３）市民活動への財政的支援等の充実 

８．あんじょうボランティア・

市民活動団体助成事業 

【事業内容】 

共同募金を財源として市内で

活動するボランティア・市民

活動団体を対象に「はじめの

一歩助成」と「ステップアッ

プ助成」の２種類の助成を行

う。 

  

市民活動補助金の設立

に伴い平成 25年度をも

って事業を終了した。

25 年度は「はじめの一

歩助成」3 団体、「ステ

ップアップ助成」3団体

へ助成を行った。 

従来の助成事業にかわ

って、「ボランティア活

動備品購入費等助成」

と「ボランティア活動

活性化応援助成」を新

たに設置し、備品は 4

件、活動は 5 件の助成

を行った。 

「ボランティア活動備

品購入費等助成」では、

安城市民やろＭＹプロ

グラム実行隊をはじめ

４団体に備品購入の助

成を行った。 

「ボランティア活動活

性化応援助成」では、

「サークル＊くるくる

（車いすの取り扱いＤ

ＶＤの作成）」をはじめ

４団体に対して、活動

助成を行った。 

「ボランティア活動備

品購入費等助成」は、

あんじょうまちの学校

をはじめ 2 団体に備品

購入の助成を行った。 

「ボランティア活動活

性化応援助成」では、

「手話サークルゆびき

りげんまん」をはじめ 6

団体に対して、活動助

成を行った。 

登録のボランティア団体に対し、必

要に応じて助成金を提供できた。助

成金申請数及び金額は伸び悩んでい

る。類似の助成金が複数あり、活動

資金獲得を目指す団体に対しても、

必要な助成金情報を提供できる。 

助成金の活用を支援することを

通じて、資金面の支援よりそれ以

上に団体の活動意欲向上やステ

ップアップに関する支援が必要

だと感じる。自ら新たな企画を提

案できる団体や、今以上の取り組

みを模索するボランティア団体

が限られており、ボランティア団

体の熱意を刺激する支援が必要。

資金支援をする他の類似の助成

金もあり活用できるため、本助成

金の役割は、共同募金配分金活用

の見直しに伴い終結とする。 

達成 

９．地域福祉活動助成事業 

【事業内容】 

町内会単位で設置されている

町内福祉委員会による地域福

祉活動を支援するため、少額

の助成を行う。 

  

前年度と同様に、社会

福祉協議会一般会費を

財源として、各地区社

協ごとに助成要綱を定

め、町内福祉委員会へ

の活動助成を行った。 

同左 同左 

昨年度までの社会福祉

協議会一般会費を財源

とした地区社協の助成

事業のほかに、市への

寄付金を財源とした新

たな補助事業が昨年度

の途中から始まってい

る。 

 助成金が増えることにより、新た

な活動や活動の拡充に向けての呼び

水になり、活動の活性化につながっ

ている。 

助成金の財源がさまざまである

ことで、それぞれに申請書類が必

要で、町内福祉委員会からは手続

きの煩雑さを指摘されている。 

Ｂ 
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現計画（安城市市民協働推進計画）の進捗状況評価のあらまし（基本方針４） 

施策の進捗度……Ａ：順調に進捗している  Ｂ：概ね順調だが、改善の余地がある  Ｃ：遅れている(大幅な改善が必要)  達成：(施策自体の達成) 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針４：市民協働の推進体制の充実、仕組みづくり 

（１）市民協働の推進連携体制の構築 

１．協働推進員の配置 

【事業内容】 

関係機関における協働推進と

連絡調整を図るため、関係各

課に協働推進員を配置する。 

  

未実施 
先進地視察として能美

市・逗子市を視察した。 
全庁配置は実施せず 実績無し 

推進員の配置については、検討を重

ねてきたが、以下の理由により全庁

的な設置は難しいと判断する。 

推進員を関係各課に配置するた

めには、各課に組織命令的に推進

員の選定を依頼することになり、

やらされ感、義務感、負担感を有

する職員が少なからずいること

が容易に推察される。 

また、各課から選出した推進員

は、毎年の定期異動等により変更

が余儀なくされ、改めて推進員と

しての教育を受け直す必要が生

じる。さらに各課の推進員のレベ

ル差が生じてしてしまうことに

なる。 

このようなことから、一律で推進

員を設置したところで、真の協働

を推進することには繋がらない

と判断する。 

Ｃ 

２．市民活動担当者の交流事業 

【事業内容】 

市民活動を支援している市民

協働課と生涯学習課（青少年

の家も含む）と社会福祉協議

会の各担当者の情報交換や交

流の機会をつくる。 

  

「ボランティア・市民

活動団体等関係機関連

絡会」を１回開催し、

関係機関の担当者が、

顔を合わせ、情報交換

を行った。 

「ボランティア・市民

活動団体等関係機関連

絡会」を１回開催し、

関係機関の担当者が、

顔を合わせ、情報共有

について可能な範囲共

有することで合意を得

た。 

「ボランティア・市民

活動団体等関係機関連

絡会」を１回開催し、

関係機関の担当者が顔

を合わせ、講師や登録

団体の情報について可

能な範囲で共有するた

めの資料を交換した。 

実績無し 

（必要に応じて開催を

検討） 

・各担当者が交流し、情報交換を行

う機会を設けるため、「ボランティ

ア・市民活動団体等関係機関連絡会」

を設置し、毎年１回ずつ開催するこ

とが出来た。その中で、利用者満足

の向上を目指して、社協と市民活動

センターの団体登録手続きを見直

し、結果として社協から市民活動セ

ンターへの登録が２０団体増えた。 

・２７年度においては、各課の保有

する講師情報を共有することが出来

た。 

特に無し。 Ａ 

３．安城市市民協働推進会議の

設置 

【事業内容】 

公募市民や市民活動団体、学

識経験者などで組織する会議

を設置し、協働推進計画の進

捗状況の評価や市が協働を推

進させるための施策へ助言を

行う。 

  

４回開催 ３回開催 

第１回（７月） 議題 

（１）市民協働推進計

画の進捗状況（２６年

度）について 

（２）平成２８年度市

民活動補助金について 

第２回（１月） 

「平成２８年度市民活

動補助金公開プレゼン

テーション」として開

催 

第１回（７月）開催 

議題 

（１）安城市市民協働

推進計画進捗状況（２

７年度分）について 

（２）平成２９年度市

民活動補助金について 

（３）第２次安城市市

民協働推進計画の策定

について 

・市民協働推進計画の進捗確認と市

民活動補助金の審査を主な議題と

して開催している。 

実績報告と進捗を評価すること

が難しい。 
Ｂ 
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施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針４：市民協働の推進体制の充実、仕組みづくり 

（２）中間支援組織の設立支援 

１．協働サポータークラブ設立

支援事業 

【事業内容】 

市民活動団体等をつなぐ中間

支援の役割を果たす、協働サ

ポータークラブの設立を支援

する。 

  

未実施 

「まちづくり人養成講

座中級編」受講者のう

ち、要件を満たし、加

入申請のあった１９人

をメンバーとする協働

サポータークラブの設

立する準備を行った。

（要綱等の整備） 

平成２７年１１月１８

日に１９名のサポータ

ーを中心に「安城市市

民協働サポータークラ

ブ」が発足した。 

完了 

まちづくり人養成講座（Ｈ２５，２

６開催分）修了生のうち、希望者を

協働サポーターとして任命し、１９

名で協働サポータークラブが設立さ

れた。以降は任意団体として市や市

民交流センターと協働で活動してい

る。 

設立については完了。 達成 

２．市民協働コーディネーター

の連携・交流事業 

【事業内容】 

市民協働コーディネーターが

高い能力を維持できるように

研修会を行ったり、コーディ

ネーター間での情報交換を行

ったりすることにより知識を

高める。 

  

未実施 未実施 

コーディネーターは存

在しないが、「安城市市

民協働サポータークラ

ブ」の活動を通じて、

サポーター間の情報共

有およびファシリテー

ションの実践は行って

いる。 

実績無し 

サポータークラブの定

例会を通じて情報共有

は行っている。 

・コーディネーターは存在しないが、

協働サポーターがコーディネータ

ー的な役割を担っており、市や市

民交流センターとの協働事業の企

画・運営や定例会を通じて、能力

の維持・向上を図ったり、情報交

換を実施している。 

・コーディネーターをどのように

育成していくかということ。 
Ｃ 

３．市民協働コーディネーター

育成事業 

【事業内容】 

初級・中級・上級編の講座に

より、安城市内及び市役所内

で活躍する市民協働コーディ

ネーターを育成する。 

  
初級編講座を実施し、

４２名が受講。 

２５年度の初級編に引

き続いて中級編を実施

し、２９名が受講。 

２７年度は、まちづく

り人養成講座（初級編）

を開催し、３４名が受

講した。 

２６年度に実施したま

ちづくり人養成講座中

級編の修了者のうち、

希望者を協働サポータ

ーとして任命。サポー

ターを中心に任意団体

「安城市市民協働サポ

ータークラブ」を発足。

「わくわく交流会」や

「安城市で活躍する人

の交流会」でのファシ

リテーションを実践し

た。 

協働コーディネーター

の育成は未実施。 

協働サポータークラブ

及び市民交流センター

スタッフがコーディネ

ーター的役割を担い、

活動している。 

２７年度まちづくり人

養成講座修了生を中心

に、まちづくり人養成

講座（中級編）を実施

した。 

・まちづくり人養成講座として、初

級編、中級編までは開催している

が、上級編については未開催 

・現在は交流センターのスタッフ及

びまちづくり人養成講座２６年度

中級編修了者のうち、希望者を将

来のコーディネーター候補とな

る、協働サポーターとして任命し

た。 

・市民活動団体向けのアンケート

においても、「市民活動団体同

士を結びつけ協働を作り出す

ことのできる人材を養成する

講座」の開催が全体の４割を占

めており、コーディネーターの

育成を通じて、そのニーズにこ

たえていく必要がある。 

Ｂ 

 

 



22 

 

施策名・事業名 
実績 

総評 総評から見えてきた課題 
施策の

進捗度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

基本方針４：市民協働の推進体制の充実、仕組みづくり 

（３）協働事業の評価・報告・公表 

１．市民活動団体交流及び活動

発表会事業（わくわく交流

会事業） 

【事業内容】 

団体がお互いの活動を紹介

し、まちづくり活動を行う市

民や団体同士が交流し、お互

いに知り合い、共に学び合い

ながら、それぞれの特徴を活

かして、相互連携・仲間づく

りにつなげていく交流会を開

催する。 

  

１回開催（平成２６年

２月２２日、参加団

体：６団体、参加者数：

５２名） 

１回開催（平成２７年２

月２２日、参加団体：９

団体、参加者数：６２名） 

１回開催（平成２８年

２月１３日、参加団

体：８団体、参加者数：

５７名） 

【内容】 

第１部として開催した

平成２７年度市民活動

補助金交付事業の成果

報告を受け、参加者全

員で、「活動成果をあげ

るために、みんなでで

きること」をテーマに

ワークショップを実施

した。 

【参加者の声】 

・他団体との交流が図

れてよい機会だった。 

・協働相手を探すこと

ができた。 

・情報交換ができる時

間が欲しかった。 

 

・市民活動補助金成果

報告会は２９年２月１

１日開催予定 

 

・交流センター自主事

業「市民活動交流会

2017in 安城」を２９年

２月２６日開催予定 

２７年度より、わくわく交流会だけ

でなく、安城市で活躍する人たちの

交流会を開催するなど、団体同士が

お互いに知り合うことを目的とした

交流会を実施し、参加者アンケート

からも「協働する相手を探すことが

できた」等好評をいただいている。 

マッチングにつながる市民活動

団体に特化した交流会を開催出

来ていない。 

Ｂ 

 

 

 


